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■熊本市ホームページバナー広告掲載業務　仕様書

１. 広告掲載媒体
名称：熊本市ホームページトップページ（https://www.city.kumamoto.jp）
【参考】
トップページアクセス数：月平均154,423件（令和6年度実績平均）
※このデータは参考であり、毎月のアクセス数を保証するものではありません。

２．広告位置および枠数
（ＰＣ版）	トップページ下部8枠
（スマホ版）	トップページ下部8枠

３．広告仕様
サイズ：縦60ピクセル× 横160 ピクセル
画像形式：GIF （アニメーションGIF不可）、JPEG、PNG
容量：6KB以内
その他、詳細については、熊本市広告事業実施要綱、熊本市広告事業掲載基準、熊本市ホームページ広告掲載基準及び熊本市ホームページ広告掲載取扱要領による。

４．広告デザインの制作及び経費負担
バナー広告デザイン（データ）は受託者が制作すること。制作にかかる経費はすべて受託者の負担とする。

５．契約期間
契約日～令和9年（2027年）3月31日

６．掲載期間
令和8年（2026年）4月1日0時～令和9年（2027年）3月31日23時55分
ただし、ホームページのメンテナンスや改修及び停電等によるホームページ公開停止期間は除く。
システム停止スケジュール(年間予定)
	作業項目
	作業月
	停止時間

	メンテナンス
	6月,9月,12月,3月
	各10時間程度


その他、サーバ機器等の更改等により24時間以内の停止作業が数回行われる可能性がある。

７．広告の掲載期間及び位置
広告の掲載期間は、1か月単位とする。なお、同一デザインの広告を前項6の掲載期間内の全期間にわたり2つ以上の枠に重複して掲載することはできない。また、広告の掲載位置は、市公式ホームページトップページ最下段とする。

８．広告掲載の手順
（1） 熊本市ホームページ広告掲載申請書（様式第1号）に必要事項を記入の上、掲載開始日の前々月の　20日～月末までの期間で広報課の指定する日までに、申請書と付属資料（広告主の会社概要、事業内容などの基本的な情報）、バナー広告デザイン案（データ）、バナー広告のリンク先ＵＲＬを広報課へ提出し、広告事業審査会の承認を受けること。（付属資料とバナー広告のデザイン案（データ）はCD-R、USBメモリなどの電子記録媒体または電子メールを用いて提出すること。）
（2） ホームページへのバナー広告掲載作業は広報課が行う。

９．その他
（1） 業務を行ううえで疑義が生じた場合は、その都度、広報課と協議すること。
（2） 広告掲載によって、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、受託者が自らの責任でこれらを解決すること。
（3） 広告主の募集については、本市の了承を得た方法で行うこと。
（4） 業務履行にあたっては、熊本市の担当者を複数配置するなど、広報課職員と電話で連絡が取れる体制を確保すること。
（5） 
■熊本市市政だより広告掲載業務　仕様書
１．市政だよりの概要
（１）	発行部数：	約345,000部（令和8年度月平均想定部数）
（２）	配布先：	市内全世帯、入所施設、公的機関、市内郵便局、中学校など
※配布方法･･･	業者委託により市内全世帯配布　　　配布率100％（理論値）
（３）	発行回数：	毎月1回、年12回（令和8年（2026年）５月号～令和9年（2027年）４月号）
（４）	規格：	タブロイド判20頁（頁数は月により変更の場合あり）
（５）	紙質：	非塗工中質紙40kg

２　広告掲載の業務内容
市政だよりに掲載する広告の募集、広告のデザイン、印刷データ制作などに関する一切の業務
（１）	広告仕様：寸法　1枠（左右239㎜×天地69㎜）
色調　フルカラー（4色）
（２）	広告枠数：全72枠（6枠×12月）（令和8年（2026年）５月号～令和9年（2027年）４月号）
（３）	  広告位置：市政だより20ページ中で、市が指定するページの最下段へ掲載予定
（４）	契約期間：契約日～令和9年（2027年）３月31日
（５）	広告デザイン、印刷データは受託者が制作すること。制作にかかる経費はすべて受託者の負担とする。
（６）	    使用する文字の大きさは、7ポイント以上とする。
（７）	    同一号に、同一広告主の広告を重複して掲載することはできない。
（８）	業務は、熊本市広告事業実施要綱、熊本市広告事業掲載基準、市政だより広告掲載取扱要領に従い行うこと。

３　広告掲載の手順と広告デザインの納品
「市政だより広告掲載申請書（様式第1号）」と広告デザイン案を、市政だより発行日の前々月の20日前後までに広報課へ提出（例：市政だより8月号（8月1日発行）に掲載予定の場合は6月２０日頃）し、広告事業審査会の承認を受けること。承認後、CD-R、USBメモリなどの電子記録媒体または電子メールで発行月前月１０日頃までに広報課が指定する場所に納品すること。
広告デザインの左上隅に広告の文字を入れ、広告であることを明確にすること。（寸法　左右10mm×天地6mm、文字フォント　HG丸ゴシックM-PRO、文字サイズ　14）
　（業務スケジュール）
　　　前々月～20日前後　　申請書・デザイン案提出
　　　前月1日頃	　広告事業審査会
　　　前月5日頃　　デザインの確定（審査会で指摘があった箇所は納品までにデザイン修正と審査会の承認を得ること）
    前月10日頃　データ納品
　　　前月15日頃　印刷
　　　前月20日～月末　配布

　※業務スケジュールは標準的なものであり、市政だより校了日の都合などにより変更が生じる場合がある。その際は広報課と日程について協議を行うこと。（例：お盆、年末年始を含む期間など）
４　その他
（１）	掲載できる広告は２の（８）によるが、本市が行政広報紙にふさわしくないと判断したものは掲載を承認できない場合がある。
（２）　　業務を行ううえで疑義が生じた場合は、その都度広報課と協議すること。
（３）　　広告掲載によって、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、受託者が自らの責任でこれらを解決すること。
（４）	市公式ホームページに掲載する市政だより（PDF版）についても、同様に掲載する。
（５）	データ納品後の広告デザイン変更は原則行わない。
（６）　　広告主の募集については、本市の了承を得た方法で行うこと。
（７）　　業務履行にあたっては、熊本市の担当者を複数配置するなど、広報課職員と電話で連絡が取れる体制を確保すること。
